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以下の地域で災害救助法が適用されました。適用地域の世帯

の学生で、奨学金を希望する者は、窓口まで申し出てください。 
 

 

 

災害救助法適用地域 適用日 災害 

佐賀県の各市町村（別紙参照） 8 月 28 日 

令和元年8月の前

線に伴う大雨によ

る災害 

＊以下の場合、適用地域に準じて取り扱います。 

 災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、同等の災害に遭った世帯の学生 

 上記の地域に勤務し、勤務先が被災した世帯の学生 

 

 

 

奨学金の種類 貸与始期 貸与終期 

緊急採用 
（第一種奨学金） 

2019 年 8 月以降で 

希望する月 

原則として 

2020 年３月まで（※） 

応急採用 
（第二種奨学金） 

2019 年４月以降で 

希望する月 
修業年限の終了月まで 

※翌年度以降も第一種奨学金が必要と認められる場合は、「緊急採用継続願」を年度末

ごとに繰り返し提出することにより、修業年限の終了月まで延長できます。 
 

 

＊応募書類は、学生生活支援グループのほか、医学部、創造工学部、農学部

の学務課学生係・学務係でも、取り次ぎを行います。 

令和元年 8 月 29 日  学生生活支援グループ 


